
 

京都市告示第   号 

 介護保険法第７５条第２項及び第８２条第２項の規定により、次のとおり廃止の届出が

ありました。 

  令和６年６月１４日 

京都市長 松井 孝治   

申請者名称 サービス種別 
事業所名称及び 

介護保険事業所番号 
事業所所在地 

廃止 

年月日 

特定非営利活動法

人ヒューマン 

訪問介護、通所介

護、居宅介護支援 

京都西野山訪問介護

ステーション 

京都西野山デイサー

ビスセンター 

京都西野山居宅介護

支援事業所 

[2674101007] 

京都市山科区西野山

百々町213番地１ 

令和6年5

月8日 

株式会社ネクサス 

 

訪問介護 そうごうケアステー

ション伏見 

[2670918412] 

京都市伏見区向島善阿

弥町38番地1 

令和6年5

月31日 

株式会社ダブルア

ール 

通所介護 ポシブル北山 

[2670101118] 

京都市北区上賀茂壱町

口町27番地 

令和6年5

月31日 

（保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課） 
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